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　 品川区社会福祉協議会は、 成年後見制度の施行（ （2000 平成12） 年） 以前から 品川区と と

もに、 判断能力が不十分な方向けに財産管理についての体制を整備し てまいり ま し た。 2002

（ 平成14） 年には、 品川成年後見セン タ ーを組織し 、 品川区や地域の関係機関と 連携し なが

ら 成年後見制度に関する相談や支援を行い、 実績を積み重ねてきま し た。

　 品川成年後見セン タ ーにおける問い合わせ・ 相談件数は、 開設当初は年間 件程度200 でし

たが、 近年は毎年 件1,000 を超える対応を行っ ており 、 身近な相談場所と し て時間を かけて

地域に根付いてきたものと 捉えており ます。 一人ひと り の状況や支援内容が異なる成年後見

制度の相談においては、 今後も引き続き区内の福祉関係者や地域の民生・ 児童委員の方々な

ど と 連携し ながら 、 本人の意思を く み取り 、 寄り 添っ た支援を進めてまいり ます。

　 今後と も地域の住民や様々な関係団体の皆様には、 成年後見制度の事業推進にご協力をお

願い申し上げます。

（2021 令和３ ） 年 月10

社会福祉法人品川区社会福祉協議会　 会長　 池田　 彰孝

　 近年、 人生 年時代100 と いわれており 、 子ど もから 高齢者、 障害者など 、 すべての人が安

心し て暮ら すこ と のでき る社会をつく る こ と が重要な課題と なっ ています。

　 成年後見制度は、 高齢者や障害者を支える制度と し て 2000（ 平成12） 年に施行さ れ、 品川

区では、 品川区社会福祉協議会と 連携し 、 （2002 平成14） 年に品川成年後見セン タ ーを設置

するなど 、制度開始当初から 全国的にも先進的な取り 組みを進めてきまし た。 現在においても、

品川区と 品川区社会福祉協議会と いう 組織の枠を越えて、 相談体制の充実を図っ ています。

　 成年後見制度の利用を促進する ためには、 利用者本人やそ の身近な人が制度利用後のイ

メ ージを共有し 、 納得し たう えで利用を始めるこ と が大切だと 考えています。 本計画を と お

し て、 多く の方に成年後見制度への関心を持っ ていただき 、 生活の中で困り ごと を抱えてい

る人に対し て適切な支援を届け、 安心し て自分ら し く 暮ら し 続けら れるま ちを区民の皆様と

と もにつ く り あげていけるよ う 、 ご理解と ご協力をお願い申し 上げます。

　 結びに、 本計画の策定にあたり ご尽力いただき ま し た策定委員の皆様をはじ め、 パブ リ ッ

ク コ メ ン ト など によ り 貴重なご意見をいただいた区民なら びに関係者の皆様に心から 感謝申

し上げます。

（2021 令和３ ） 年 月10

品川区長　濱野　 健

区長あいさ つ

策定に あ た っ て

品川区社会福祉協議会会長あいさ つ

調整中



　 認知症、 知的障害および精神障害など によ り 財産の管理や日常生活に支援が必要な人に対

し て、 社会全体で支え合う し く みと し て成年後見制度が施行さ れて 20年が経ちま し た。 こ の

間、 高齢化率は増加の一途をたど り 、 同時期に車の両輪と いわれ開始さ れた介護保険制度が

定着し ている一方、 成年後見制度自体は浸透し ている と はいえない実態が全国的にも統計で

示さ れています。

　 今般、 成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく 国の基本計画を踏まえ、 制度の利

用促進のために本計画を策定するこ と と なり ま し た。 国が重要なポイ ン ト と し て挙げている

ものの一つが、「 地域連携ネッ ト ワ ーク 」 です。 判断能力が不十分な方を支援するためには、

本人から の相談に加え、 親族や地域の住民・ 団体など本人に身近な人が早期に支援の必要性

に気付き、適切な部署が状況を把握するこ と が重要です。 本計画では、「 地域連携ネッ ト ワ ー

ク 」 の説明と し て、 本人や親族を中心と し た 「 チーム」 で日頃の生活を見守り つつ、 必要に

応じ て専門職等が支援の在り 方を検討する 「 協議会」 を 「 中核機関」 が運営する支援体制を

記載し ており ます。

　 品川区は品川区社会福祉協議会と と もに、 成年後見制度が開始さ れる前から 判断能力が不

十分な方向けの「 財産保全管理」 の視点に立っ て支援を行っ ており 、 私も当時から 携わっ て

きま し た。 成年後見制度を利用するにあたり 、 行政と 社会福祉協議会が定期的に情報共有し 、

本人にと っ て適切な支援方法の検討に時間をかけ、 関係職員の知識やノ ウ ハウ を蓄積し てき

たこ と から 、 全国的にも先進的な取り 組みが見ら れてきま し た 。 特に、 成年後見制度は判断

能力が不十分になっ た方が利用する制度と 大半の方は認識さ れている と 思いますが、 現在判

断能力があっ ても将来のために自分を支援し てく れる人やど のよ う な支援を し ても ら う かを

事前に決めておく こ と ができる任意後見制度については、 全国的にも例を見ない品川区社会

福祉協議会の独自の支援内容で取り 組まれています。

　 本計画に記載し ている 、「 中核機関」 を品川区と 品川区社会福祉協議会が一体と なっ て行

う 体制は、 一朝一夕にでき るこ と ではなく 、 こ れまでの経験と 実績に基づき 、 関係性が構築

できているから こ そ だと 感じ ています。

　 本計画の推進と と もに、 こ の品川区の成年後見制度の取り 組みがこ れまで以上に全国的に

広がり 、 ど の地域に住んでいても 、 地域連携ネッ ト ワ ーク の構築や成年後見制度の適切な利

用が推進さ れるこ と で、 地域共生社会の実現の一つの手段と なるこ と を心よ り 期待し ており

ます。

（2021 令和３ ） 年 月10

委員長　 中央大学教授　新井　 誠

委員長あいさ つ

調整中
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はじめに　　~成年後見制度とは~

　本人の判断能力や日常生活、経済

状況を把握し、 申立人や後見人等候

補者を検討して、 必要書類を揃えて

家庭裁判所に申し立てます。

　 申立て手続きができる人は、 本

人、 配偶者、 4親等内の親族、 後
見人等、 成年後見監督人等、 市区

町村長、 検察官と なっ ています。

　 市区町村長は、 65歳以上の人、
知的障害者、精神障害者について、

「 福祉を図るため特に必要がある

と 認めると き 」 に申立てできると

さ れています。

　 後見人等になる人は、 親族や専

門職（ 弁護士、 司法書士、 社会福

祉士等）、 市民後見人（ 成年後見

制度に関する講座を受けた地域住

民）などがあげられます。 さ ら に、

複数人による後見や、 法人による

後見も可能です。

【 財産管理】

　 本人の資産や負債、 収入および

支出の内容を把握し、 本人のため

に必要かつ相当な支出を計画的に

行いつつ、 資産を維持します。

【 身上保護】

　 介護サービ スの手続きや施設入

所契約など本人の身上の世話や療

養看護に関するこ と を代わっ て行

います。

　 家庭裁判所による調査等を経て、

後見人等や成年後見監督人※ 等の選

任と 後見内容が決定されます。

※ 監督人と は…
予定されている後見業務が複雑困難である場合、後見人等の事務のサポートや、 後見人等への指導・ 助言・ 相談対応を行う

ため、 家庭裁判所が専門職等を監督人に選任するこ と があり ます。

　 後見人等は、 財産管理や身上保護

を行い、 活動内容を家庭裁判所へ報

告するこ と と なっ ています。

▶ 法定後見制度の手続きの流れ

申立て 後見人等の決定 後見活動の開始

　成年後見制度は、 認知症等により 判断能力が低下し た高齢者や知的障害者、 精神障害者に対して、

本人の契約や各種手続きを法律面で支援すると と もに、 適切な福祉サービ スにつなげるなど生活面で

支援し 、 本人の権利や財産を守るこ と を目的と し ています。

　 成年後見制度には、 将来の不安に備えるための任意後見制度と 、 すでに判断能力が不十分な人のた

めの法定後見制度の２ つの種類があり 、法定後見制度には、補助、保佐、後見の つの3 類型があり ます。

　 任意後見制度は、 十分な判断能力があるう ちに、 判断能力が低下した場合に備えて、 あら かじ め本

人自ら が選んだ人（ 任意後見人） に、 代わり にし てもら いたいこ と を契約（ 任意後見契約） で決めて

おく 制度です。

　 法定後見制度は、 家庭裁判所に申し立てるこ と で成年後見人、 保佐人、 補助人（ 以下「 後見人等」

と いう 。） を選び、 サポート を受ける制度です。
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成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の

２つの種類があります。

法
定
後
見
制
度

支援が必要な場合もあり ます。

複雑な契約行為などは、 誰かに支援し

てもら う 必要があり ます。

物忘れがあり 、 本人もその自覚があり

ます。

判断能力が不十分な人

を対象と しています。

補
助
類
型

大半の部分で支援が必要です。

日常的な買い物はできますが、 通帳管

理などを忘れるこ と があり ます。

本人が自覚していない物忘れが、 しば

しばあり ます。

判断能力が著し く 不十

分な人を対象と してい

ます。

保
佐
類
型

常に支援が必要です。

日常的な買い物や通帳・ 印鑑の管理が

できません。

自分ひと り で判断でき

ない人を対象と してい

ます。

後
見
類
型

現在はひと り で判断できますが、 将来に不安を

感じています。

任
意
後
見
制
度

自分ひと り で決められます。
契約締結の能力がある

人を 対象と し て い ま

す。

成年後見制度

将来の不安に備えるために

任意後見制度［ 任意後見契約］

すでに判断能力が不十分な人に

法定後見制度 補助 保佐 後見

※ 補助開始の審判、補助人に同意権・ 代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、本
人の同意が必要です。
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地域で活躍する市民後見人

　市民後見人と は、 基礎講座・ 実務研修を経て、 成年後見制度に関する一定の知識や技術、 態度を身

に付け、 後見人等と し て活動する地域住民のこ と です。

　 急速な高齢者人口の増加により 、 後見人等の担い手が不足するこ と が予想さ れており 、 親族、 弁護

士などの専門職、 法人後見
※
団体と は異なる形で同じ地域の一員と し てきめ細やかな身上への配慮が

できる市民後見人の活躍が今後さ ら に期待さ れています。

※ 法人後見と は・ ・ ・
　 社会福祉協議会やNPO法人などが、 個人ではなく チームで後見活動を行う こ と です。

市民後見人と して活躍しています

預貯金などを扱う 「 財産管理」 と 、

介護サービ スの契約や入退院の手

続きなどを担う 「 身上保護」 があ

り ます。

後見人の活動内容

穏やかに人生を過ごせるよう

全力でサポート

島田恭一さん

（ 市民後見人活動歴 年7 ）

　 私が市民後見人になっ たきっ かけは、 親の介

護経験から福祉に興味を持ち、 定年退職後に通

い始めた障害者を支援するサーク ルで、 ボラ ン

ティ ア仲間に市民後見人を勧めら れたこ と です。

今は2人の方を支援し ており 、 活動と し ては、
定期的に施設へ訪問し 、 生活の困り ごと がない

かなどを確認しています。 また、 施設利用料な

どの日常的な支払いや預金管理も行っ ています。

本人に接する際には、 丁寧に話を聞き、 真摯に

向き合う こ と で、 本人の意思や利益に反するこ

と がないよう 心がけています。 責任をと もなう

場面も多く あり ますが、 監督人である品川区社

会福祉協議会の支援体制があるので安心して取

り 組むこ と ができています。 また、 支援をして

いる方から 感謝の言葉がもら えたと きの喜びは

ひと し おで、 こ の活動をし て良かっ たと 心から

思えます。 こ れから も支援し ている人が穏やか

に暮ら し ていけるよ う 、 全力でサポート し てい

きます。

ありがと う の

一言が

モチベーショ ンに！
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品川区社会福祉協議会では

市民後見人の育成に取り組んでいます

　品川区において、 多く の市民後見人が活躍できている理由は、 品川区社会福祉協議会の市民後見人

や支援員の育成のし く みにあり ます。 市民後見人と し て活動を始める前も、 始めてから も安心し て支

援できるよ う な体制と なっ ています。

◦ 職員： 19人
◦ 支援員： 88人
◦ 市民後見人： 69人（ 登録者数）
　（ （2021 令和３ ）年４ 月１ 日時点）

品川区社会福祉協議会品川成年後見センタ ー

　 高齢者や障害者の方々が安心し て生活できるよ う 、 成年

後見制度についての情報提供、 相談、 申し立て手続きの支

援、 市民後見人の養成講座などを行っ ています。

市民後見人の仕組み

養成講座を受けて、 市民後見人と し て活動を希望する人は支援員に登録

します。 支援員は、 品川区社会福祉協議会が担当し ている法人後見活動

を職員のサポート を受けながら 体験し ます。

養成講座を受ける
支援員活動で

実務経験を積む

市民後見人デビュー

（ 活動開始）

　 品川区社会福祉協議会の品川成年後見センタ ーでは、

市民後見人の育成に取り 組んでいます。 地域住民が市

民後見人と して関わるこ と で、 地域の話題などをき っ

かけに話がはずみ、 制度を利用する人の親近感や安心

感につながっ ています。

　 市民後見人は今後ますますの活躍が期待さ れている

と こ ろですが、 養成講座を受けただけでは、 市民後見

人と しての実際の活動をすぐ に始めるのはハードルが

高いと の声も多く あり ます。 そのため、 品川成年後見

センタ ーでは、 講座受講後に支援員と し て実務経験を

積むこ と で、 自信をつけて市民後見人と し て活動を始

めら れるよ う にし ています。

　 こう した本人にと って身近な後見活動の担い手の方

が品川区内でさらに広がると いいなと 思っています。

皆さんも一緒に

地域の中で活動

してみませんか？

品川成年後見センター

高橋愛さん 大友壽江さん
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計画の基本事項

第１ 章

　成年後見制度の利用の促進に関する法律（ 平成 年法律第 号28 29 ） に基づき、 国の成年後見制度利

用促進基本計画が定めら れまし た。

　 また、 市区町村においても、 当該区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての

基本的な計画を定めるよう 努めるものと さ れまし た。

１ 国の動き

成年後見制度の利用の促進に関する法律　（ 一部抜粋）

　（ 基本理念）

第三条　 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、 成年被後見人等でない者と 等し く 、 基本的人権を享

有する個人と してその尊厳が重んぜら れ、 その尊厳にふさ わしい生活を保障さ れるべきこ と 、 成年被後見人等

の意思決定の支援が適切に行われると と もに、 成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこ と 及び成年被

後見人等の財産の管理のみなら ず身上の保護が適切に行われるべきこ と 等の成年後見制度の理念を踏まえて行

われるものと する。

　（ 国民の努力）

第七条　 国民は、 成年後見制度の重要性に関する関心と 理解を深めると と もに、 基本理念にのっ と り 、 国又は地

方公共団体が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう 努めるものと する。

　（ 関係機関等の相互の連携）

第八条　 国及び地方公共団体並びに成年後見人等、 成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、 成年後見制

度の利用の促進に関する施策の実施に当たっ ては、 相互の緊密な連携の確保に努めるものと する。

２ 　 地方公共団体は、 成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっ ては、 特に、 その地方公共団体の

区域を管轄する家庭裁判所及び関係行政機関の地方支分部局並びにその地方公共団体の区域に所在する成年

後見人等、 成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者その他の関係者と の適切な連携を図るよう 、 留意す

るものと する。

　（ 市町村の講ずる措置）

第十四条　 市町村は、 成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、 当該市町村の区域における成年後見制度の利

用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう 努めると と もに、 成年後見等実施機関の設立等に

係る支援その他の必要な措置を講ずるよう 努めるものと する。

２ 　 市町村は、 当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、 基本的な事項を調査審議さ せる

等のため、 当該市町村の条例で定めると こ ろにより 、 審議会その他の合議制の機関を置く よ う 努めるものと

する。
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第１ 章　 計画の基本事項

　 本計画は、「 品川区基本構想・ 長期基本計画」 および本計画掲載の事業を重点事項と し て盛り 込ん

でいる 「 品川区地域福祉計画」 と の整合性を重視し 、「 品川区介護保険事業計画」、「 品川区障害者計画」

など関連する行政計画と の調和を図るものと し て策定し ます。

　 また、 地域福祉の推進を図るこ と を目的と し た「 品川区地域福祉活動計画」（ 品川区社会福祉協議会

発行） と も緊密な連携を図っ ていきます。

　 本計画は、 （2021 令和3） 年度から 2023（ 令和5） 年度までの計画と し ます。 なお、 そ の後は、
各関連計画の見直し に伴い、 本計画内容の該当部分へ統合するこ と を想定し ています。

　 計画の策定にあたり 、 学識経験者、 法曹関係者、 福祉・ 医療関係者等と の審議（ 品川区成年後見制

度利用促進基本計画策定委員会） を行う と と もに、 区民から の幅広い意見（ パブ リ ッ ク コ メ ン ト ） を

求めま し た。 また、 品川区および品川区社会福祉協議会（ 以下「 品川社協」 と いう 。） の関係者によ

る策定検討会において関連施策と の整合などを検討し まし た。

1基本計画の位置付け

2基本計画の期間

3計画策定のための取り組みおよび体制

２ 品川区成年後見制度利用促進基本計画の概要

年度
年度2021

（ 令和３ 年度）

年度2022
（ 令和４ 年度）

年度2023
（ 令和５ 年度）

年度2024
（ 令和６ 年度）

計画

地域福祉計画（ 第３ 期） 次期計画

介護保険事業計画（ 第 期8 ） 次期計画

障害者計画 次期計画

障害福祉計画（ 第６期）・ 障害児福祉計画（ 第２ 期） 次期計画

品川区成年後見制度利用促進基本計画 計画終了
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　 本計画は「 第３ 期品川区地域福祉計画」 と 同一の基本理念をめざし ます。

　 本計画における重点項目を以下の３ つと し ます。

　 成年後見制度の利用を検討するためには、 早い段階から 制度を正し く 理解しているこ と が大切です。

様々な講座やセミ ナーの実施により 、 多く の区民へ成年後見制度の周知啓発を図っ ていきます。

　 現在、 成年後見制度利用者の多く は後見類型と なっ ていますが、 本人の意思をより 尊重するために

は、 権利擁護ニーズを早期に発見するこ と が求めら れています。 任意後見制度や法定後見制度におけ

る補助・ 保佐類型に適切につながるよう に、 丁寧に制度の紹介を進めていきます。

　 成年後見制度が必要な高齢者や障害者等の増加が見込まれ、 本人に適切な後見活動を行う ための担

い手の拡充は喫緊の課題と 捉えています。 継続的な市民後見人の育成と 、 専門的な知識を有する関係

団体と の連携強化を図っ ていきます。

重点項目１ 　啓発・ 相談の充実

重点項目２ 　任意後見および補助・ 保佐類型の利用促進

重点項目３ 　後見人等受任者の確保

３ 基本理念

４ 重点項目

基本理念　誰もが自分らしく やさしさを持って暮らせるまち
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第２ 章　 成年後見制度利用に関する現状

第２ 章

成年後見制度利用に関する現状

　今後、 認知症高齢者やひと り 暮ら し高齢者の増加が見込まれる中、 成年後見制度の利用の必要性が

高まっ ていく と 考えら れています。 し かし ながら 、 現在の成年後見制度の利用について、 利用者数は

近年増加傾向にあるものの、 認知症高齢者等の数と 比較して著し く 少ない状況です。

　 また、 成年後見等の申立ての動機をみても、 預貯金の解約や施設入所のためと なっ ており 、 さ ら に、

３ つの類型がある中で、 後見類型の利用者の割合が全体の約80％を占めています。
　 こ れら の状況から は、 社会生活上の大きな支障が生じない限り 、 成年後見制度があまり 利用さ れて

いないこ と がう かがわれます。

１ 成年後見制度利用に関する国の現状

２ 成年後見制度利用に関する品川区の現状

① 人口の推移
　 品川区では総人口が増え続けており 、 高齢者人口も増加し ています。 （2018 平成30） 年度以降、
歳以上75 の高齢者数が65歳から 74歳の高齢者数を上回っ ています。

1品川区の統計からみえる現状

◦ 品川区の高齢者人口の推移

グラ フ

資料： 第八期品川区介護保険事業計画（ 各年４ 月１ 日現在）
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② 認知症高齢者数の推計値の推移
　 高齢者の増加だけでなく 、 要介護認定時に使用さ れる 「 認知症高齢者の日常生活自立度」 における

認知症高齢者も年々増加しています。

◦ 品川区の認知症高齢者の推移（ 要介護認定者の日常生活自立度の判定基準）

（ 参考）認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準

グラ フ

ラ ン ク 判定基準

何ら かの認知症を有するが、 日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立し ている

� a 日常生活に支障をきたすよ う な症状・ 行動や意思疎通の困難さ が多少見ら れても、 誰かが注

意し ていれば自立できる。 家庭外で前記の状態が見ら れる

� b 日常生活に支障をきたすよ う な症状・ 行動や意思疎通の困難さ が多少見ら れても、 誰かが注

意し ていれば自立できる。 家庭内でも前記の状態が見ら れる

� a 日常生活に支障をきたすよう な症状・ 行動や意思疎通の困難さが見られ、 介護を必要と する。

日中を中心と して前記の状態が見ら れる

� b 日常生活に支障をきたすよう な症状・ 行動や意思疎通の困難さが見られ、 介護を必要と する。

夜間を中心と して前記の状態が見ら れる

日常生活に支障をきたすよ う な症状・ 行動や意思疎通の困難さ が頻繁に見ら れ、 常に介護を

必要と する

M 著しい精神症状や問題行動（ 周辺症状） あるいは重篤な身体疾患が見ら れ、 専門医療を必要

と する

資料： 第八期品川区介護保険事業計画
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第２ 章　 成年後見制度利用に関する現状

③ 障害者数の推移
　 知的障害および精神障害の手帳所持者数はいずれも年々増加しています。

◦ 愛の手帳所持者数の推移

グラ フ

◦ 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

グラ フ

資料： 品川区の福祉（ 各年４ 月１ 日現在）

資料： 品川区の保健衛生と 社会保険（ 各年３ 月 日現在31 ）

※ 愛の手帳は、 知的障害者（ 児） が各種の援護を受けるために必要な手帳と し て、 東京都が独自に設けてお
り 、 知能測定値・ 社会性・ 基本的生活作業力等を年齢に応じ て総合的に判断し ています。

※ 手帳の有効期限が２ 年であるため、 当該年度と 前年度の認定者数の合計と し ています。
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④ 品川区の成年後見制度の利用に関する推移
ア )制度に関する相談件数の推移
　（ 品川区社会福祉協議会品川成年後見センタ ー分）

イ )制度利用の申立件数の推移（ 区長申立件数）

ウ )成年後見関係事件の申立件数の推移（ 品川区）

表

表

表

資料： 品川区の福祉（ 各年３ 月 日現在31 ）

資料： 品川区の福祉（ 各年３ 月 日現在31 ）

資料： 東京家庭裁判所提供（ 各年 月 日現在12 31 ）

※ 東京家裁（ 立川支部を含む。） に対し て申立てのあっ た件数を集計し たものですが、 その数値は自庁統計に基づく 概数であり 、 今後の集
計整理により 異同訂正が生じ るこ と があり ます。

※ 申立て後に住所地の変更届出があっ たものは異動後の住所地を基準と し ています。
※ 申立て時の類型を基準に集計したものです。
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第２ 章　 成年後見制度利用に関する現状

⑤ 市民後見人の活動状況
　 市民後見人と は、 成年後見制度の基礎講座・ 実務研修を経て、 後見人等と し て活動する地域住民の

こ と です。 過去に行われた東京都主催の養成講座の修了者と と もに、 （2013 平成25）年度から は品
川区でも地域に密着した市民後見人養成講座を毎年開催し 、 修了者が区内で活動しています。

表

資料： 品川区社会福祉協議会内部資料より 作成（ 各年 月 日現在3 31 ）

※ １ 修了者数は、 東京都および品川社協主催の市民後見人養成講座を修了し た人数です。
※ ２ 登録者数は、 修了者のう ち、 市民後見人と し て活動するために品川社協の名簿に登録した人数です。
※ ３ 受任件数は、 上記登録者のう ち、 家庭裁判所から 後見等開始審判を受け、 市民後見人と し て受任し た件数であり 、（ ） 内は受任し た
市民後見人の数です。
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① 成年後見制度に関するニーズ調査結果（ 高齢者）

65歳~74歳の区民〈 要介護認定者を除く 〉（ 回答者数 人3,097 ） を対象に成年後見制度に関する認

知度や利用の意向調査を行いまし た。

　 成年後見制度について、「 名前も内容も知っ ている 」 人は41.3％で、「 名前は聞いたこ と はあるが、
内容は知ら ない」 人が42.4％でし た。 また、制度利用については、「 今は必要ないが、将来必要になっ
たら 利用し たい」 人は36.1％、「 利用したいと は思わない」 人が32.8％でした。

2 アンケート調査からみえる現状

◦ 品川区介護予防・ 日常生活圏域ニーズ調査結果

■ 　成年後見制度について知っ ているか （ ％）

回答 回答率

名前も内容も知っ ている 41.3

名前は聞いたこ と はあるが、 内容は知ら ない  42.4

名前も内容も知ら ない  12.5

無回答 3.9

■ 　成年後見制度を利用したいと思う か （ ％）

回答 回答率

既に利用している 0.5

今は必要ないが、 将来必要になっ たら 利用し たい 36.1

利用し たいと は思わない 32.8

わから ない  26.7

無回答 3.9

資料： 品川区介護予防・ 日常生活圏域ニーズ調査報告書（ （2020 令和２ ） 年３ 月）

※ 小数点第 位以下2 を四捨五入して、 小数点第 位1 までを表記しています。

※ 四捨五入により 、 合計が100％になら ないこ と があり ます。
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第２ 章　 成年後見制度利用に関する現状

② 成年後見制度に関するニーズ調査結果（ 障害者）

　 区内の障害者の生活状況や障害者ニーズの把握のために行う 基礎調査において、 成年後見制度に関

する認知度や利用の意向調査を行いまし た。

ア( ) 在宅の人を対象と した調査
対象者： 区内にお住まいの在宅の18歳以上の人で、 身体障害者手帳、 愛の手帳をお持ちの人および

障害福祉サービ スや自立支援医療を利用し ている人（ 回答者数 人2,231 ）

イ( ) 施設に入所している人を対象と した調査
対象者： 区内に住所があり 、 障害者入所施設に入所し ている人（ 回答者数 人126 ）

　 成年後見制度について、「 名前も内容も知っ ている 」 と 回答し た人は在宅の人が34.8％で、 施設入
所の人は19.0％でし た。「 名前も内容も知ら ない」 と 回答し た人は在宅の人が25.8％である一方、 施
設入所の人が54.8％と 、 半数を上回る人が知ら ない状況でし た。

◦ 品川区障害福祉計画策定のための基礎調査結果

■ 　成年後見制度について知っ ているか （ ア ） （ イ ）（ ％）

回答 回答率 回答率

名前も内容も知っ ている 34.8 19.0

名前は聞いたこ と はあるが、 内容は知ら ない 32.8 19.0

名前も内容も知ら ない 25.8 54.8

無回答 6.6 7.1

■ 　成年後見制度を利用したいと思う か （ ア ） （ イ ）（ ％）

回答 回答率 回答率

既に利用している 2.2 17.5

今は必要ないが、 将来必要になっ たら 利用し たい 30.9 15.1

利用し たいと は思わない 26.6 4.0

わから ない  33.5 57.9

無回答 6.8 5.6

資料： 品川区障害福祉計画策定のための基礎調査報告書（ （2019 令和元） 年 月12 ）

※ 小数点第 位以下2 を四捨五入して、 小数点第 位1 までを表記しています。

※ 四捨五入により 、 合計が100％になら ないこ と があり ます。
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　 全国どの地域においても、 必要な人が、 本人ら しい生活を守るための制度と し て成年後見制度を利

用できるよ う 、 各地域における相談窓口を整備すると と もに、 権利擁護支援の必要な人を発見し 、 適

切に必要な支援につなげる地域連携のし く みが求めら れています。

　 地域連携ネッ ト ワーク は、「 チーム」 と 「 協議会」 と いう ２ つの基本的し く みを有するものと さ れ、

地域連携ネッ ト ワーク を整備し適切に運営し ていく ためには、「 中核機関」 が必要である と さ れてい

ます。

　 品川区では、 区全域で一つの地域連携ネッ ト ワーク を構築し 、 品川区（ 行政） と 社会福祉協議会が

一体的に中核機関の機能を担います。 双方が協力・ 連携を図り ながら 、 相談対応を行う と と もに、 相

談の内容に応じて適切な支援につなげます。

1地域連携のしく み

１ 地域連携ネッ トワークの構築

第３ 章

地域連携ネッ トワーク

本人と 後見人、 本人を支える関係者で構成されます。

本人の状況に応じて、 チームの構成員は変わるこ と があり ます。

地域における連携・

対応強化チーム

中核機関

品川区
品川成年後見

センタ ー

品川区

社会福祉協議会
協議会

チーム（ 例）

医療機関

親族

ケアマネジャ ー

後見人

本人

地域における検

討・ 専門的判断

の進行管理

困難ケース等への

法律・ 福祉の専門

的な支援の助言
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第３ 章　 成年後見制度利用促進の考え方

地域連携ネッ トワークの役割

①権利擁護支援の必要な人の発見・ 支援
②早期の段階からの相談・ 対応体制の整備
③意思決定支援・ 身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築

　 本人に身近な親族や福祉・ 医療・ 地域関係者により 構成さ れ、 日常的に本人を見守り 、 本人の意思

や状況を継続的に把握し 、 必要な対応を行う し く みです。 本人の自己決定権を尊重し 、 身上保護を重

視した成年後見制度の運用を行います。

　 チームの構成員は、 本人の状況に応じて変わるこ と があり ます。 例えば、 在宅で生活し ていると き

と 施設に入所し たと きは構成員が変わり ます。

※ チームの構成員には、 親族や、 介護支援専門員、 相談支援専門員などの福祉関係者、 保健師、 主治
医、 入所先医療機関などの医療関係者、 民生委員、 近隣住民、 ボラ ンティ アなどの地域の関係者、

税理士、 公認会計士、 社会保険労務士などが考えら れ、 後見等開始後には、 後見人等が加わり ます。

　 法律・ 福祉の専門職や関係機関等が協力・ 連携する合議体と し て、 本人や後見人等を支える 「 チー

ム」 を支援する と と もに、 成年後見における地域課題の検討や調整、 解決を図り ます。

※ 協議会は、 弁護士、 司法書士、 社会福祉士、 医療・ 福祉関係団体、 地域関係団体などで構成さ れ、
必要に応じて、 家庭裁判所、 ＮＰ Ｏ法人、 金融機関団体など と 連携していきます。

　 中核機関は、 区全域において次の３ つの役割を担います。 また、 必要に応じて「 チーム」 に対し て

専門的な助言や支援等を行います。

① 権利擁護支援・ 成年後見制度利用促進機能の強化に向けて、 全体構想の設計と 、 その実現に向けた
進捗管理・ コ ーディ ネート 等を行う 「 司令塔機能」

② 「 協議会」 を運営する 「 事務局機能」
③ 権利擁護支援の方針等の検討・ 専門的判断を担保する 「 進行管理機能」

2 チーム

3協議会

4中核機関
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成年後見制度利用促進のための

具体的な施策

第４ 章

　地域連携ネッ ト ワーク および中核機関については、 国の成年後見制度利用促進基本計画において、

以下の４ つの機能を段階的・ 計画的に整備するこ と が求めら れており 、 こ れら を行う こ と で本人の意

思が尊重さ れるこ と や、 後見人等の不正防止効果が期待さ れています。

１．広報機能

　地域連携ネッ ト ワーク に参加する司法、 行政、 福祉・ 医療・ 地域などの関係者は、 成年後見制

度が本人の生活を守り 権利を擁護する重要な手段であるこ と の認識を共有し、 利用する本人への

啓発活動と と もに、 そ う した声をあげるこ と ができない人を発見し支援につなげるこ と の重要性

や、 制度の活用が有効なケースなどを具体的に周知啓発していく よう 努める。

２．相談機能

　全国どの地域に住んでいても、 成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるよう な地域

体制の構築をめざし 、 各地域における相談窓口を整備する。

３．利用促進機能

　各地域において、 専門職や関係機関が連携体制を強化し、 成年後見制度の利用が必要な人を発

見した際に、 適切に必要な支援に繋げる地域連携のし く みを整備する。

　 また、 今後の成年後見制度の利用の需要に対応していく ため、 地域住民の中から後見人等候補

者を育成しその支援を図ると と もに、 法人後見の担い手を育成するこ と などにより 、 後見活動の

担い手を十分に確保する。

４．後見人等支援機能

　後見人等の日常的な相談に応じると と もに、 必要なケースについては後見人等と 、 本人に身近

な親族、 福祉・ 医療・ 地域等の関係者がチームと なっ て本人を見守り 、 意思決定支援・ 身上保護

を重視した後見活動が円滑に行われるよう 、 支援する。
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第４ 章　 成年後見制度利用促進のための具体的な施策

　 品川区では、 高齢者や障害者、 その親族や地域の人などから相談があっ た場合に、 成年後見制度の

説明などを行っ ています。 制度の利用が考えられる場合の具体的な取組みは、次のよう な流れで関係

機関等と 調整しながら対応しています。

◦ 成年後見制度利用の流れ

関係機関へ連絡・ 調整

（ 適切な支援内容の検討）

広
報
機
能

〉〉P.23

相
談
機
能

〉〉P.25

成年後見制度の周知

発見・ 相談

後見人等支援

後見活動スタート

家庭裁判所の審判

家庭裁判所へ申立て

後見人等候補者検討

成年後見制度を含めた適切な

支援内容の検討を行います。

成年後見制度を利用する場合

利
用
促
進
機
能
〉〉P.29

後
見
人
等
支
援
機
能
〉〉P.33
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　 成年後見制度を広報するため、 品川社協が作成

する各種パンフ レ ッ ト を品川区の福祉相談窓口で

配布しています。

　 また、 相談内容に応じて法務省や家庭裁判所等

が発行するパンフ レ ッ ト も活用し 、 必要な情報を

提供しています。

　 今後は、 区内の在宅介護支援センタ ーや弁護士

会、 司法書士会、 社会福祉士会、 福祉事業者、 医

療機関、 金融機関、 民生・ 児童委員、 町会・ 自治

会等と 連携し 、 配布先を充実さ せていきます。

　 毎年、 区民および福祉関係者向けに成年後見制

度に関係する講座・ セミ ナー等を実施し ています。

　 区民向けには区内の町会・ 自治会や高齢者ク ラ

ブなどから の依頼に応じて出前講座も行い、 地域

において成年後見制度に関する情報を周知する場

を広げています。

　 今後も、 成年後見制度に深く 関係のある医療・

福祉関係団体や日常的に地域で相談に応じている

人などへの周知の場を広げていきます。

1 パン フ レ ッ ト の作成・ 配布

2 講座・ セミ ナーの実施

１ 広報機能

各種パンフ レ ッ ト

セミ ナー開催の様子
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第４ 章　 成年後見制度利用促進のための具体的な施策

社会福祉法人品川区社会福祉協議会

品川成年後見センタ ー発行

『 意思決定支援ラ イ フ プラ ン ノ ート 』

　 品川社協は2015（ 平成27） 年に『 意思決定支援ラ イ フ プラ ンノ ート 』 を作成しました。 こ
のノ ートは、「 わたしのこ と 」「 暮ら しの金銭管理」「 健康のこ と 」「 葬儀・ 遺言の準備」 で構成

さ れ、 親族や信頼のおける人など、 こ れから支援を任せたい人と 一緒に考えながら書き進める

内容になっ ています。 支援者と やり と り を し ながら 、 こ のノ ート を書き進めるこ と によ っ て、

支援者に自分の意思を理解してもら う 役割も担っ ています。

　『 意思決定支援ラ イフ プラ ンノ ート 』 を説明するセミ ナーを開催

し 、 葬儀・ 遺言などの関心の高いテーマと あわせて、 任意後見制

度についても知っ てもら う きっ かけと し ています。

　 セミ ナーに参加し た区民から は「 急な入院の手続きや入院

費の支払いをお願いする人がいない」「 認知症になっ たら誰が

助けてく れるのだろ う か」「 自分が死んだと きの葬儀や菩提

寺への連絡、 納骨を行っ てく れる人がいない。 財産の整理、

残置物の処分、 家の処分のこ と も心配」 などの相談が寄せ

ら れています。 そ う し た困り ごと への支援の一つと し て、

品川社協の「 あんしんの3点セッ ト 」（ P.28参照） を紹介
しています。

コ ラ ム

①将来に備えて 　意思決定支援ライフプランノート
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　 福祉の相談においては、 自ら 相談できる人の対応はもちろん、 生活の中で困り ごと を抱えながら も

ど こ にも相談するこ と ができない人へ必要な情報と サービ スを届けるこ と も重要なこ と です。

　 品川区では、 支援が必要な人に気づいた地域の人から の相談や、 高齢者の相談に応じ る在宅介護支

援センタ ー、 障害者の相談に応じる地域拠点相談支援センタ ー等の関係者から の相談にも連携し て対

応し ています。

　 福祉の相談窓口で、 本人の意向や判断能力・ 生活状況等を聞き取り 、 本人や親族等と 相談しながら

関係者間で情報を共有し 、 成年後見制度だけでなく 、 介護保険や障害福祉等の様々なサービ スの中か

ら 、 適切な支援の内容を検討し ています。

　 成年後見制度による支援が適切と 考えら れる人には、 品川成年後見センタ ーにおいて、 本人や親族

に対し 、 制度を正し く 理解してもら えるよ う に、 後見人等の活動内容や後見人等選任後の本人の生活

がど う 変わるかなどを具体的に説明しています。

　 申立てを行う 人に対しては、 申立書類に関する相談に応じ 、 書き方のアド バイ スなどによる支援を

行っ ています。 また、 申立書類の作成が困難な人へは専門職を案内しています。

1 福祉等の相談支援体制の充実

2 成年後見制度の相談対応

２ 相談機能

発見・ 気づき

自分の身近な人のちょ っ と し た

変化に気づく

相　 談

地域で相談できる人や相談窓口

に連絡する

共　 有

関係者が本人の状況を確認し 、

適切な支援方法の検討や、 必要

なサービ ス提供を行う

◦ 品川区における相談対応の連携方法（ イメージ）
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第４ 章　 成年後見制度利用促進のための具体的な施策

品川区役所（ 保健セン タ ー）

在宅介護支援セン タ ー

地域拠点相談支援セン タ ー

品川区役所（ 総合庁舎）区

品川成年後見セン タ ー社協社協

［ 高齢者、障害者の相談］

［ 精神保健の相談］

［ 成年後見制度の相談］

［ 高齢者の相談］

［ 障害者の相談］

　 区内には総合的な相談に応じる区役所、 社会福祉協議会以外にも、 在宅介護支援センタ ーや地域拠

点相談支援センタ ーで相談に対応しています。

◦ 区内相談拠点

目黒

大井
町線

目黒川

五反田

旗の台

山手線

り ん
か い

線

大井競馬場前

大井町

区

社協社協

ル
イ
ア
洲
王
天

線
草
浅

線
黒
目

線
上
池

線
賀
須
横

線
北
東
浜
京

線
本
急
京

中
延

大
森

西大井

品
川

青物横丁
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私は普段から 相談し

ている専門職の人に 、

後見人候補者になっ

ても ら っ て いま す。

任意後見人受任者

◦ 判断能力が低下し た と き の た め に

こ れから 先のこ と を あ

あし たい、 こ う し た い

と 思っ ていて も 、 認知

症になっ た ら 思いど お

…り に はなら ないかも 。

ど う し た ら よ いかし ら 。

　任意後見制度は、十分な判断能力があるう ちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらか

じめ本人自らが選んだ人（ 任意後見人） に、代わり にしてもらいたいこと を契約（ 任意後見契

約） で決めておく 制度です。

私も同じ よ う に心配し て

いた こ と があり 、 任意後

見契約を結んでいま す。

「 任意後見人」 を 判断能

力のある う ち に決めて 、

「 任意後見契約」 を 結ん

でおく と 、 いざ と い う と

き に自分の希望ど おり に

し ても ら える んですよ 。

任意後見制度は、 自分の意思を十分に生かすこ と ができます。

任意後見制度のしく み

将
来
に
不
安
を
感
じ
た
と
き

判
断
能
力
の
低
下

家
庭
裁
判
所
へ
の
申
立
て

任
意
後
見
監
督
人
の
選
任

後
見
活
動
ス
タ
ー
ト

（
公
正
証
書
に
よ
る
契
約
）

公証役場

任
意
後
見
契
約

②将来に備えて 　 自分の将来を自分で決める任意後見制度とは

コ ラ ム
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③将来に備えて 　あんしんの３点セッ ト

　品川社協では、 十分な判断能力があるひと り 暮ら しの高齢者や高齢者夫婦世帯を対象にあん

①しんサービ ス契約、 任意後見契約および公正証書遺言作成支援の つを3 組み合わせ、 判断能

② ③力のあるう ちから見守り をし 、 判断能力が低下したと きを見据え、 亡く なっ た後も一貫し

て支援する「 あんしんの3点セッ ト 」 のサービ スを提供しています。

１ ．あんしんサービス契約

　 あんしんサービ スは、 委任契約に基づきサービ スを提供するものです。 本人の希望に応じた

支援プラ ンを作成し、 日常生活に必要な金銭管理や各種手続きの代行、 通院同行等の個別サー

ビ スを提供しています。 本人の状態を把握するために定期訪問を重視し 、 任意後見監督人選任

の申立てを適切な時期に行う 見極めをしています。

２ ．任意後見契約

　判断能力が低下したと きのために、 本人と 品川社協が支援の内容について公正証書で契約を

しています。 定期訪問をし っ かり と 行い、 本人にかかわる福祉・ 医療・ 地域等の関係者と の密

接な連携で多角的に本人の状態を把握しています。 本人の判断能力が低下したと きは、 契約に

従い品川社協が任意後見監督人選任の申立てをし 、 任意後見人と して支援しています。

３ ．公正証書遺言作成支援

　本人が希望した葬儀や自宅の整理、 相続が実行されるよう に公正証書遺言の作成手続きを支

援しています。 ご希望に応じて品川社協が葬儀執行や遺言執行を担い、 本人の最期の意思を実

現しています。

（ ご利用の際には料金が発生します）

①  あんしんサービス契約 終了

判断能力のあるう ちに 判断能力の低下 死亡

②  任意後見契約 任意後見発効 終了

遺言執行③  公正証書遺言作成

◦ あんしんの３点セッ トの流れ（ 判断能力の低下がみられた場合）

コ ラ ム
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① 後見人等候補者への支援
　 親族等や市民後見人、 地域の ＮＰ Ｏ 法人等の後見人等候補者に対し て、 本人の状況を聞き取り な

がら 、 申立てに関するアド バイ ス、 専門職へのつなぎ、 後見活動開始後も継続的に支援できる体制の

調整等を行います。

② 後見人等候補者の選定
 本人や親族等申立てのケースについては、 申立てに至る経緯や必要性について聞き取り ながら 、 親◦
族も含めた候補者選定の相談に応じています。 また、 必要に応じ て専門職の紹介も行う など 、 後見

人等候補者検討を支援し ています。

 成年後見制度の利用が必要であるにもかかわら ず、 身近に本人を支援できる親族がいないケースや◦
虐待ケースについては、 老人福祉法等の規定に基づき、 区長申立てを行っ ています。 品川区、 品川

社協に、 専門職等を加えた会議において、 本人の生活状況や支援予定の内容に応じて、 後見人等候

補者を検討し 、 決定しています（ P.30参照）。

③ 家庭裁判所との連携
　 後見人等候補者の的確な推薦や後見人等への支援を行う こ と ができるよ う 、 日頃から 家庭裁判所と

の連携体制を整えています。

1 後見人等候補者検討の実施

３ 利用促進機能
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第４ 章　 成年後見制度利用促進のための具体的な施策

区長申立ての流れ

【 検討メンバー】品川区（ 担当者） 、 品川社協、 介護・ 福祉関係者等

【 検討内容】 親族と の関わり 、 本人の状況（ 生活、 財産、 既往症等） 、 活動後の支援イ メ ージ等

本人に関係する担当者間による権利擁護の必要性の確認

　 検討内容の情報が全て揃わなく ても、 区長申立てによる成年後見制度の利用の必要性を感じ

るケースについて、 品川区が取得した内容を都度関係者間で情報共有する。 検討内容の追加情

報がある場合は、 ２回目以降もケース検討を行い、 本人にとって最適な支援イメージを共有する。

関係担当者会議（ ケース会議） 月２回

【 検討メンバー】品川区（ 管理職、 担当者） 、 品川社協

【 検討内容】 区長申立ての妥当性、 類型の見立て、 後見人および後見監督人候補者の推薦、 今後

の支援方針等

区長申立てによる成年後見制度の利用の判断

方針決定会議 年４回

申立て

【 検討メンバー】学識経験者、 医師、 弁護士、 民生委員、 福祉関係者、 品川区、 品川社協等

【 検討内容】 申立て内容の確認および可否

〈 区長申立ての妥当性、候補者の選定（ 法人後見団体、市民後見人、専門職の妥当性） 等〉

方針決定内容の審議・ 審査

審議会（ 運営委員会） 年４回
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※ …支援員と は

後見人等と し て活動する前に、 品川社協の職員と 一緒に書類の確認や見守り などのお手伝いをするこ と で、 実務を経験

します。

　 市民後見人と は、 基礎講座・ 実務研修を経て、 成年後見制度に関する一定の知識や技術、 態度を身

に付け、 後見人等と し て活動する地域住民のこ と です。 急速な高齢者人口の増加によ り 、 後見人等の

担い手が不足するこ と が予想さ れており 、 同じ地域の一員と し てきめ細やかな身上への配慮を期待さ

れるこ と から 、 積極的な市民後見人の育成が求めら れています。

　 品川社協では、 市民後見人を養成するため、 （2013 平成25） 年度から 市民後見人養成講座を開催
すると と もに、 区内の ＮＰ Ｏ 法人等が実施する養成講座と も連携・ 協力し 、 第三の受け皿と いわれ

る市民後見人の拡充と 、 活動の促進を図っ ています。 養成講座の修了者で受任を希望する場合は、 支

援員※と し て法人後見活動の定期訪問に同行し実務経験を重ねながら 、 活動を理解すると と もに、 受

任に向けた準備を行っ ています。

　 また、 後見活動を行う ＮＰ Ｏ 法人等と も、 協議会や地域連携ネッ ト ワーク を通じ て連携し 、 情報

共有などを図っ ています。

2 担い手の育成・ 活動の促進

市民後見人養成講座の実務研修の様子

定期訪問同行の様子

支援員

受任者
法人後見

本人
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後見活動団体等の紹介

　品川区では、 弁護士、 司法書士、 社会福祉士などの専門職と の連携を強化しつつ、 以下のよ

う な地域で後見活動を行う 団体と の協力関係により 、 地域で支えるし く みを構築しています。

◦ Ｎ Ｐ Ｏ 法人市民後見人の会　（ 品川区大井１ －１ ５ －１ ）
　 （2006 平成18） 年に “ ”認知症になっ ても住み慣れた地域で安心して暮らせる社会 の構築

をめざして任意団体「 市民後見人の会」 と して発足しました。 （2008 平成20） 年に特定非営
利活動法人登記し、 発足当初より 品川成年後見センタ ーと 連携して活動を進めています。 また、

普及活動と して、 毎年市民後見人養成講座を主催しています。

◦ 一般社団法人し んき ん成年後見サポート 　（ 品川区西五反田７ －２ －３ ）
　 区内に店舗を有する５ つの信用金庫により 、 金融界初の成年後見法人と し て、 （2015 平成

）27 年に設立しまし た。 地元信用金庫の元職員が後見担当者と して支援にあたるこ と によ り 、

地域の人に安心してご利用いただき、 明るい地域社会の実現をめざしています。

◦ Ｎ Ｐ Ｏ 法人東京市民後見サポート セン タ ー　（ 品川区大井１ －１ ５ －１ ）
　 東京大学・ 筑波大学の市民後見人養成プロジェ ク ト や東京都の社会貢献型後見人養成講座の

修了者が中心と なり 、 （2011 平成23） 年に設立しました。 普及活動と と もに、 自分ら し く 暮
ら すために、 市民の視点でサポート活動を行っ ています。

◦ Ｎ Ｐ Ｏ 法人フ レ ン ド 　（ 品川区旗の台６ －７ －３ ）
　 （2012 平成24） 年に設立し 、 女性役員による、 細やかな対応をめざして活動しています。
多種多様な知識や経験を有する市民が力を合わせ、 地域における成年後見を向上させるこ と を

目的に、 専門職と 連携した活動を行っ ています。

◦ Ｎ Ｐ Ｏ 法人ラ イ フ サポート 東京　（ 品川区北品川２ －８ －３ ）
　 （2005 平成17） 年に行政書士有志が品川を本拠に設立しましたが、 現在では区内に限らず
関東の広範な地域に渡っ て活動しています。 一般市民のほか、 社会福祉士、 社会保険労務士、

弁護士、 ケアマネジャ ーなど多様な専門職が加わり 、 後見にと どまら ず亡く なら れた後の手続

きまで、 末永く 支援しています。

コ ラ ム
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　 親族後見人等の日常的な相談に応じ 、 適切な福祉・ 医療・ 地域等の相談窓口につないでいます。

　 後見活動開始後は、 後見人等、 本人に身近な親族、 品川区、 品川社協、 関係機関等の関係者による

顔合わせを行い、 本人を中心と し たチーム（ P.20参照） と なっ て連携を図っ ています。 また、 チー
ムだけでは解決できない法律等の課題がある場合には、 専門職による助言などの支援を受けら れるよ

う な体制を整えていきます。

　 中核機関は、 必要に応じ て家庭裁判所と 連携し 、 後見活動が本人の意思を尊重し 、 その身上に配慮

して行われるよう 、 後見人等を支援します。

　 また、 後見人等の活動や本人の生活状況等の実態把握が必要不可欠ですが、 品川区では、 品川社協

が後見監督人等と なり 家庭裁判所と 連携し後見人等の支援を行っ ています。

　 権利擁護の一つである任意後見制度（ P.27参照） において、 本人の判断能力が低下し 、 任意後見
契約を結んでいるにもかかわら ず、 本人が契約し たこ と を忘れてし まっ た場合や、 身近な人も契約状

況を把握していない場合などに、 後見活動が開始さ れないこ と があり ます。 適切な時期に任意後見監

督人選任の申立てができるよ う 、 任意後見人受任者が地域連携ネッ ト ワーク のチームと 連携しながら

本人の状態を把握し支援し ていきます。

　 なお、品川社協においては、任意後見の適切な発効のし く みと し て、 あんし んの３ 点セッ ト （ P.28
参照） のサービ スを提供し ています。

　 後見業務に対する報酬については、 後見人等の業務内容や本人の財産状況などを考慮したう えで、

家庭裁判所が決定し 、 本人の財産の中から 支出さ れます。 資力のない人でも成年後見制度を利用でき

るよ う 、 本人が後見人等への報酬を負担するこ と が困難な場合に、 その費用の一部を助成し ています。

助成の実施にあたり 、 わかり やすい周知に努めると と もに、 さ ら なる充実を図っ ていきます。

1 日常的な後見活動の相談対応

2 チームによ る本人の見守り ・ 支援体制

3 家庭裁判所と の連携によ る後見人等支援

4 任意後見の適切な発効のし く みづく り

5 後見人等報酬助成事業の円滑な運用

４ 後見人等支援機能
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後見活動の事例紹介

80代のひと り暮らしの女性
　 介護サービ スなどを利用しながら生活していましたが、 物忘れが進み、 書類の手続きや銀行

でお金を下ろすこ と ができなく なっ てきました。 今後のこ と が心配になり 、 本人が成年後見制

度の申立てを行っ た結果、 保佐人がつき、 支援が開始されました。

　「 自宅に住み続けたい」 と いう 本人の意思をチームの関係者で共有しながら 、 保佐人が中心

と なっ て在宅生活を支えています。 保佐人は定期訪問の際に、 本人と の会話を通じて意思を確

認し、 希望するサービ スや必要と 思われる契約等の手続きを行っ ています。 近頃は本人が在宅

生活に不安を感じている様子のため、 保佐人と 関係機関で連携し、 本人の意向、 状況を把握し

ながら対応しています。

　 先日は、 本人と の会話から 、 昔通っ ていた寿司屋を懐かし む様

子がう かがえたため、 昼食を手配し たと こ ろ、 食べやすいサイ ズ

のお寿司を大変喜んで食べていまし た。 事務手続きだけでなく 、

本人の楽しみなども踏まえた寄り 添っ た支援を今後も行っ ていき

ます。

50代の知的障害のある男性
　 親亡き後の将来を本人や母、 周り の支援者などが心配し 、 母が成年後見制度の申立てを行っ

た結果、成年後見人がついて支援が開始されました。

　 母の入院にと もないショ ート ステイを利用した際に、 仲間と 過ごす楽しみを知り 、 今後もこ

のよう な生活を続けたいと いう 様子が見られました。 その後、 本人、 母、 成年後見人が一緒に

施設の見学などを行い、 少人数での共同生活を送るグループホームへの入所と 、 軽作業などを

行う 通所施設の利用を開始しました。

　 成年後見人は定期訪問の際に、 本人の生活を見守り 、 気持

ちの変化などを確認しています。 今後も、 母と 施設職員の三

者で情報を共有しながら 、 本人がいきいきと し た生活を送れ

るよう に、 寄り 添っ た支援を行っ ていきます。

事例１

事例２

コ ラ ム



35

第
４
章

意思決定支援

　 成年後見制度の運用にあたっ ては、 制度の趣旨でもあるノ ーマラ イ ゼーショ ン （ 個人と し

ての尊厳が重んじ ら れ、 そ の尊厳にふさ わし い生活が保障さ れるこ と ）、 自己決定権の尊重

の理念に立ち返り 、 後見人等による財産管理の側面のみを重視するのではなく 、 意思決定支

援・ 身上保護の側面も重視し ていきます。

　『 意思決定支援を踏ま えた後見事務のガイ ド ラ イ ン 』（ （2020 令和2） 年 月 日公表10 30 ）

に沿い、 本人の意思をできるだけ丁寧にく み取っ てその生活を守り 、 利用者に寄り 添っ た支

援を進めます。

　 後見人等は、 人生の伴走者と し て本人の特性を理解し 、 適切な配慮を行いながら 、 継続的

に支援を行っ ていきます。

不正防止効果

　 成年後見制度における不正事案は、 後見人等が制度を十分に理解していないために生じ て

し ま う ケースもあるこ と から 、 地域連携ネッ ト ワーク やチームでの見守り 体制の整備によ り 、

後見人等が孤立するこ と なく 、 何かあっ たと きには気軽に相談

できる地域の関係づく り に努めています。

　 後見人等の支援と し て、 財産管理で留意すべき事項の周知や、

後見監督人等と し ての適正な後見活動の確認を継続的に行う と

と もに、 家庭裁判所や専門職、 金融機関等と の連携を図っ てい

きます。

５ 本人が安心して利用できる環境整備のために

　 支援を受ける本人にと っ てより 良い生き方を選択するこ と ができるよ う に、 意思決定支援を中心と

する身上保護と 財産管理が連動し た体制の整備を図っ ていきます。

　 第４ 章でこ れまで取り 上げた様々な取り 組みをチームと なっ て行う こ と で、 不正防止効果が期待さ

れます。



36

第
５
章

第５ 章　 計画の推進体制と 進行管理

　 ノ ーマラ イ ゼーショ ンや自己決定権の尊重の

理念と 、 財産管理のみなら ず身上保護も重視さ

れると いう 国の「 成年後見制度利用促進基本計

画」 の基本的な考え方に基づいて、 計画を実行

し ていきます。

　 計画を実施し てい く 中で、 Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク

ル（ 計画、 実行、 評価、 改善） を実行すると と

もに、 よ り 効果的に事業を実施し ていきます。

　 本計画に掲げる取り 組みを実践、 継続し ていけるよ う 、 広報紙やホームページなど を活用し た広報

活動を行っ ていきます。

　 成年後見制度の推進にあたっ ては、関係機関・団体、ＮＰ Ｏ 法人、社会福祉法人、事業者などの様々

な主体と 品川区・ 品川社協が協力・ 連携するこ と が不可欠です。 各主体で行われている活動をさ ら に

促進し ていく ために、 今後もより 一層情報共有や連携を図っ ていきます。

　 また、 庁内の関係各課における職員一人ひと り が横断的な連携や情報共有を図る意識を持っ て、 成

年後見制度を推進するために、 関連施策や事業を着実に行っ ていきます。

1 計画内容の周知

2 関係機関等と の連携

計画

評価

改善

ctionA lanP

実行

oDheckC

AA PP

DC

２ 計画の進行管理

　本計画の施策や事業については、 学識経験者

や法曹関係者、 福祉・ 医療関係者、 品川区、 品

川社協等によっ て構成さ れる 「 協議会」 で進捗

状況の把握および評価を行い、 必要に応じ て改

善・ 調整等を行います。

第５ 章

計画の推進体制と進行管理

１ 計画の推進体制
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１ ． 計画策定の経過

主な取り 組み 検討会ほか

2020
（ 令和２ ） 年９ 月

・  議会への報告（ 策定概要）

月10 ・ 第１ 回策定委員会

　（ 10月 日29 ）

・ 第１ 回策定検討会

　（ 10月７ 日）

月11

月12

2021
（ 令和３ ） 年１ 月

・  第２ 回策定委員会（ 書面開催）
・  第２回策定検討会（ 書面開催）

・  議会への報告（ 中間案）

２ 月
・ パブ リ ッ ク コ メ ント

　（ ２ 月 日11 ～３ 月 日10 ）
３ 月

・ 第３ 回策定検討会

　（ 3月 日23 ）

４ 月
・ 第３ 回策定委員会

　（ 4月 日27 ）

５ 月 ・ 議会への区民意見報告

６月

７ 月

８ 月

９ 月

月10
以降

・ 計画期間開始

・ 区民意見結果公表

資料編

日程修正予定
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資料編

２ ． 品川区成年後見制度利用促進基本計画策定委員会　 委員名簿

３ ． 品川区成年後見制度利用促進基本計画策定検討会　 委員名簿 （ 敬称略）

（ 敬称略）

分類 役職 氏名

学識経験者
中央大学法学部　 教授　 　 　 （ ～ 年2021 ３ 月）

中央大学研究開発機構　 教授（ 2021年４ 月～）
＜委員長＞

新井　 誠

福祉関係者

社会福祉法人品川区社会福祉協議会　 事務局長 大串　 史和

社会福祉法人大田幸陽会　 理事 大迫　 正晴

社会福祉法人福栄会　 常務理事 金子　 正博

民生委員 民生委員協議会　 会長 岡村　 佐智子

医師 医療法人社団恵泉会荏原中延ク リ ニ ッ ク 　 院長 酒井　 隆

弁護士 紙子法律事務所　 所長 紙子　 達子

司法書士 公益社団法人成年後見センタ ー・ リ ーガルサポート 東京支部品川地区　 リ ーダ ー 貝瀬　 隆男

社会福祉士 社会福祉法人三徳会荏原特別養護老人ホーム　 施設長 小野　 亜紀

行政書士 ＮＰ Ｏ 法人ラ イ フ サポート東京　 理事長 平松　 太郎

市民後見人 ＮＰ Ｏ 法人市民後見人の会　 理事長 古賀　 忠壹

役職 氏名

福祉部長 伊﨑　 みゆき

福祉計画課長 寺嶋　 清

高齢者福祉課長 宮尾　 裕介

障害者福祉課長 松山　 香里

生活福祉課長 櫻木　 太郎

品川区保健所長 福内　 恵子

荏原保健センタ ー所長 榎本　 芳美

品川区社会福祉協議会事務局長 大串　 史和

品川成年後見センタ ー所長 小佐波　 幹雄

品川成年後見センタ ー後見第一係長 高橋　 愛

品川成年後見センタ ー後見第二係長 大友　 壽江
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４ ． 成年後見制度に関する法令等および品川区・ 品川社協の取り 組み

（ 国　 品川区　 品川社協）

年代 関連する法令の施行等 品川区・ 品川社協の取り 組み

1995
（ 平成 ）7 年

　 財産保全管理サービ ス実施

2000
（ 平成12） 年

改正老人福祉法施行

改正知的障害者福祉法施行

 改正精神保健及び精神障害者福祉法

施行

任意後見契約に関する法律施行

介護保険制度創設

成年後見制度創設

 品川区権利擁護のし く みづく り に関する

　 　 検討委員会設置

2002
（ 平成14） 年

　 品川成年後見センタ ー開設

　 区長申立て開始

　 法人後見活動開始

　 「 あんし んの3点セッ ト 」 ※サービ ス開始

2003
（ 平成15） 年

 品川区権利擁護のし く みづく り に関する

　 　 検討委員会最終報告書

2006
（ 平成18） 年 改正介護保険法施行

　 市民後見人養成事業開始

　 　 （ 区内ＮＰ Ｏ法人と 養成講座共催）

2007
（ 平成19） 年 　 品川社協登録の市民後見人活動開始

2016
（ 平成28） 年

 成年後見制度の利用の促進に関する

法律施行

2017
（ 平成29） 年 成年後見利用促進基本計画閣議決定

2020
（ 令和 ）2 年

 意思決定支援を踏ま えた後見事務の

ガイ ド ラ イ ン策定

2021
（ 令和３ ） 年

 　 品川区成年後見制度利用促進基本計画策定

 中核機関の運用開始

※ P.28参照
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〒 　140-0014 品川区大井１ - 14 -１　大井１丁目共同ビル
電話　 （03-5718-7174 直通）

FAX 03-5718-7170

品川区社会福祉協議会品川成年後見セン タ ー

成年後見制度に関する相談先

発行年月： 2021（ 令和3） 年 月10
発　　行： 品川区福祉部福祉計画課

〒 　140-8715 品川区広町２ １- -36
電話　 （03-5742-6914 直通）

FAX 03-5742-6797

品川区成年後見制度利用促進基本計画




